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65歳以上の
みなさんへ

　65歳以上のすべての人が利用できるサービスです。

　地域包括支援センターは、みなさんが住み
なれたまちで安心して暮らしていくために、
必要な援助・支援を行う地域の総合相談窓口
です。介護予防・日常生活支援総合事業や介
護保険サービスの利用について、わからない
ことや相談があるときには、お近くの地域包
括支援センターへお問い合わせください。

介護予防についての相談は地域包括支援センターへ！介護予防についての相談は地域包括支援センターへ！

介護予防・日常生活支援総合事業が
利用できます！

●閉じこもりなど何らかの支援が必要な人を把握し、介護予
防活動への参加につなげます。

介護予防把握事業

●介護予防に関するパンフレット配布や講座・講演会を開催し、介護予防活動の重要性を周知します。

介護予防普及啓発事業

●地域住民主体で行う介護予防活動の支援などを行います。

地域介護予防活動支援事業

●介護予防の取り組みを機能強化するため、地域で行う介
護予防活動にリハビリテーション専門職などが参加します。

地域リハビリテーション活動支援事業

いつまでも
自分らしく暮らすために

大和郡山市
ユニバーサルデザイン（UD）の考え方に基づき、より多くの人
へ適切に情報を伝えられるよう配慮した見やすいユニバーサル
デザインフォントを採用しています。

作成日（R7.11）

●地域包括支援センター
　郡山北地区担当
　　 大和郡山市北郡山町248-4（市役所1階・6番窓口）
　　 月～金曜日、8時30分～17時15分
　　（祝日と市役所の閉庁日を除く）
　　 0743-53-1151（内線582～584）、0743-55-7733
　　 0743-55-6831

住所
日時

電話
FAX

●第二地域包括支援センター
　片桐・西田中地区・新町の一部担当
　　 大和郡山市小泉町105-1（片桐地区公民館内）
　　 月～土曜日、9時～17時（土曜日は12時まで）
　　 0743-55-7011
　　 0743-55-7012

住所
日時
電話
FAX

●第四地域包括支援センター
　平和・郡山南地区担当
　　 大和郡山市若槻町4-4（平和地区公民館内）
　　 月～土曜日、9時～17時
　　 0743-51-0700
　　 0743-51-0710

住所
日時
電話
FAX

●第三地域包括支援センター
　筒井・昭和・治道地区担当
　　 大和郡山市宮堂町160-7（あすなら苑敷地内）
　　 月～日曜日、9時～18時
　　 0743-57-2233
　　 0743-57-1153

住所
日時
電話
FAX

　市区町村では65歳以上の人を対象に、「介護予防・日常生活支援総合事業」を行って
います。この事業では、一人ひとりの状態に合わせた介護予防や生活支援のためのサー
ビスを利用することができます。住みなれた地域で自分らしく生活するためにも、「介護
予防・日常生活支援総合事業」を利用して、積極的に介護予防に取り組みましょう。

「介護予防・日常生活支援総合事業」を利用して、
介護予防に取り組みましょう！

●第五地域包括支援センター
　郡山西・矢田地区担当
　　 大和郡山市矢田町4547（矢田コミュニティ会館内）
　　 月～土曜日（祝日は除く）、9時～17時
　　 0743-52-3480
　　 0743-84-4888

住所
日時
電話
FAX


